
10漆二心器二丁絵謡
て痛税感のない.受け入れられやすい税制とい

うことである

痛税感というのは難しい概念である客観的

なデータに基づいたものではなく.納税者の卞

観に基づくものだからだ。例えぱ.かつてのマ

ル優税制は,不公平税制といわれてきたが,資

木蓄積の少なかったわが国の高度成長期におい

て.預金利fを優遇することにより貯蓄を奨励

し,それが銀行を通じて投

資に回るという政策は極め
東て全うなものであった

しかし安定成長の時代に

人り,利子所得への非課税

措遣は,金持ち優遇税制と
研オ丈

して国民的な非難にあった。 究木木

H言これは税制の意義を.時

代に即して検祉していかな

けれぱならないということ

を物語っている。

もう 1つ,痛税感は税制・

税負扣だけからくるわけで

はない筆者が税制の講演

した際に受ける質疑の中で,

税金の使い方に関する不満

や,税金の使い方が不透明でけしからんから増

税には反対だという意見が多い。税制の話をし

てぃる筆者としては,税金の使い方の話をして

いるのではない.というのがこちら側の理屈だ

が.聞くほうはそうは考えない。つまり,税の

使途への不満と納税(負担)に対する抵抗感

痛税感とはつながっているのである

このようにみると,新税を考えるにあたって

は,税収の使途が国民に明硫なこと,「受益」

と「負担」が結びついているほど受け入れられ

やすぃということになる。北欧諸国が高負担を

受け入れてぃる背条には,受益が広く国民に及

んでぃる(実感がある)ためといわれている

現に,そのような事情から消費税は社会保障

目的税になったそれでも消費増税に対する国

民の抵抗感が強いのは.「受益」が高齢者に偏

るからであろうそこで.「全世代型社会保障」

として,幼児教育の無償化などが考え出され,

勤労世代も「受益」側に入ることになった

象徴的なのは国際観光旅客税である国税と

しては27年ぶりとなる新税として,2019年1月

より導入された出岡旅客に対し1回につき

1.000円の負扣を求め.航空会社を通じて徴収

を行う税で,平年度で430億円程度の税収が見

込まれている

問題はその仙途である税収は,観光基盤の

拡允・強化に允てられ,地

方創生などの資金にも活用第

147 できるので.受益がHに見
回

えるかたちで現れる。課税

根拠となる税法で仙途が規

定されているわけではない

ので,正確にはU的税では

ないが,個別の法律で使途

が規定された特定財源なの

で.事実上のΠ的税である。

次に.2024年度から始ま

る森林環境税(国税)であ

る個人住民税に1人当た

り1,000円を上乗せして年問

で約600億円の税収を確保

し.市町村や都道府県を通

じて地球温暖化防止や森林整備等に使われる。

負担者が住民全員という意味では消費税と似て

いるが,使途が倒民全員が受益する森林対策に

限定されており,目的税である。

そこで筆者が考えたのは,公的年金等控除の

縮減を財源とした「年金財源強化目的税(仮

称)」である公的年金等控除により13兆円も

の所得がヲ馬果税になっている。これを縮減して.

その財源を年金財源の強化に活用する。年金積

立金は少子高齢化の進展により少しずつ取り崩

されてぃるが,この税収により後年度に先送り

することができ,年金の持続可能性を高める

また,高所得者の年金粁兪咸にもっながる負扣

者は余裕のある年金受給者,受益者は将来の受

給者で,世代を超えた「受益」と「負担」のっ

ながりとなる

^

6 杉税務弘報2019.フ

■保

興■

新
税
と
痛
税
感

呆
琳
伺
政
策
研
究
所

茂
樹

小
央
大
学
法
科
大
学
院
特
任
教
綬


